
墨田区営住宅条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （使用者の資格） 

第６条 区営住宅を使用することができる者

は、申込みをした日において、次に掲げる 

要件を満たしている者でなければならない。

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 現に同居し、又は同居しようとする親

族（婚姻の届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚

姻の予約をしている者を含む。以下この

条において「同居親族」という。）があ

ること。 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ 収入がア、イ又はウに掲げる場合に応

じ、それぞれア、イ又はウに定める金額

を超えないこと。 

  ア・イ 〔略〕 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

月額１５万８，０００円 

２ 〔略〕 

３ 次の各号のいずれかに該当する者にあっ

ては、第１項第２号の規定にかかわらず、

同居親族があることを要しない。ただし、

身体上又は精神上著しい障害があるために

常時の介護を必要とし、かつ、居宅におい

てこれを受けることができず、又は受ける

ことが困難であると認められる者を除く。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第１項に規定する被保護者又

は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）第１４条第１項に

規定する支援給付（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２７号）附則第４

条第１項に規定する支援給付及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を

 〔同左〕 

第６条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 現に同居し、又は同居しようとする親

族（婚姻の届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚

姻の予約をしている者を含む。以下「同

居親族」という。）があること。 

 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ 収入がア、イ又はウに掲げる場合に応

じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額

を超えないこと。 

  ア・イ 〔略〕 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

月額１５万８，０００円に定める金額 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第１項に規定する被保護者又

は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）第１４条第１

項に規定する支援給付（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する

法律（平成１９年法律第１２７号）附則 

第４条第１項に規定する支援給付を含 

む。）を受けている者 
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改正する法律（平成２５年法律第１０６

号）附則第２条第１項又は第２項の規定

によりなお従前の例によることとされた

支援給付を含む。）を受けている者 

 ⑹・⑺ 〔略〕 

 ⑻ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成１３年法律第

３１号。以下この号において「配偶者暴

力防止等法」という。）第１条第２項に

規定する被害者又は配偶者暴力防止等法

第２８条の２に規定する関係にある相手

からの暴力を受けた者で次のいずれかに

該当するもの 

  ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第

３号（配偶者暴力防止等法第２８条の

２において準用する場合を含む。）の

規定による一時保護又は配偶者暴力防

止等法第５条（配偶者暴力防止等法第

２８条の２において準用する場合を含

む。）の規定による保護が終了した日

から起算して５年を経過していない者 

  イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項

（配偶者暴力防止等法第２８条の２に 

おいて読み替えて準用する場合を含 

む。）の規定により裁判所がした命令

の申立てを行った者で当該命令がその

効力を生じた日から起算して５年を経

過していないもの 

４・５ 〔略〕 

 （使用者の資格の特例） 

第７条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 被災市街地復興特別措置法（平成７年法

律第１４号）第２１条に規定する住宅被災

市町村の区域内において同法第５条第１項

第１号の災害により滅失した住宅に居住し

ていた者並びに当該住宅被災市町村の区域

内において実施される都市計画法第４条第

１５項に規定する都市計画事業並びに被災

市街地復興特別措置法施行規則（平成７年

建設省令第２号）第１８条に規定する市街

地の整備改善及び住宅の供給に関する事業

の実施に伴い移転が必要となった者につい

 

 

 

 

 ⑹・⑺ 〔略〕 

 ⑻ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成１３年法律第

３１号。以下この号において「配偶者暴

力防止等法」という。）第１条第２項に

規定する被害者でア又はイのいずれかに

該当するもの 

 

 

  ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第

３号の規定による一時保護又は配偶者

暴力防止等法第５条の規定による保護

が終了した日から起算して５年を経過

していない者 

 

 

 

  イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項

の規定により裁判所がした命令の申立

てを行った者で当該命令がその効力を

生じた日から起算して５年を経過して

いないもの 

 

 

４・５ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 被災市街地復興特別措置法（平成７年法

律第１４号）第２１条に規定する住宅被災

市町村の区域内において同法第５条第１項

第１号の災害により滅失した住宅に居住し

ていた者並びに当該住宅被災市町村の区域

内において実施される都市計画法第４条第

１５項に規定する都市計画事業並びに被災

市街地復興特別措置法施行規則（平成７年

建設省令第２号）第１８条に規定する市街

地の整備改善及び住宅の供給に関する事業

の実施に伴い移転が必要となった者につい



ては、当該災害が発生した日から起算して

３年を経過する日までの間は、前条第１項

第３号に掲げる要件を満たしている者を同

項各号に掲げる要件を満たしている者とみ

なす。 

 （使用者の費用負担） 

第１５条 〔略〕 

２ 区長は、前項第１号又は第４号に掲げる

費用のうち、使用者に負担させることが適

当でないと認めるものについては、その全

部又は一部を使用者に負担させないことが

できる。  

 （収入の認定等） 

第２７条 〔略〕 

２ 前項の規定による通知を受けた使用者は、

当該通知を受けた日から３０日以内に、同

項の規定による認定に対して、意見を述べ

ることができる。 

３～５ 〔略〕 

６ 第４項の規定による収入の認定及び前項

の規定による請求に基づく収入の認定につ

いては、第１項から第３項までの規定を準

用する。 

 （高額所得者に対する明渡請求等） 

第３１条 〔略〕 

２ 前項の規定による請求を受けた者は、明

渡しの期限が到来したときは、速やかに当

該区営住宅を明け渡さなければならない。 

３ 区長は、第１項の規定による請求を受け

た者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、その者からの申出により、同項の規定

により指定した明渡しの期限を延長するこ

とができる。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

４ 前項各号に掲げる場合において、区長は、

特に必要があると認めるときは、明渡しの

請求を取り消すことができる。 

 （建替事業の施行に伴う明渡請求） 

第３５条 〔略〕 

２ 前項の規定による請求を受けた使用者は、

明渡しの期限が到来したときは、速やかに 

当該区営住宅を明け渡さなければならない。

 （駐車場の使用手続） 

ては、当該災害の発生した日から起算して

３年を経過する日までの間は、前条第１項

第３号に掲げる要件を満たしている者を同

項各号に掲げる要件を満たしている者とみ

なす。 

 〔同左〕 

第１５条 〔略〕 

２ 区長は、前項第１号又は第４号の費用の

うち、使用者に負担させることが適当でな

いと認めるものについては、その全部又は 

一部を使用者に負担させないことができる。

 

 〔同左〕 

第２７条 〔略〕 

２ 前項の通知を受けた使用者は、当該通知

を受けた日から３０日以内に、同項の規定

による認定に対して、意見を述べることが

できる。 

３～５ 〔略〕 

６ 第４項の規定による収入の認定及び前項

の請求に基づく収入の認定については、第

１項から第３項までの規定を準用する。 

 

 〔同左〕 

第３１条 〔略〕 

２ 前項の請求を受けた者は、明渡しの期限

が到来したときは、速やかに当該区営住宅

を明け渡さなければならない。 

３ 区長は、第１項の請求を受けた者が次の

各号のいずれかに該当する場合は、その者

からの申出により、同項の規定により指定 

した明渡しの期限を延長することができる。

 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

４ 前項各号の場合において、区長は、特に

必要があると認めるときは、明渡しの請求

を取り消すことができる。 

 〔同左〕 

第３５条 〔略〕 

２ 前項の請求を受けた使用者は、明渡しの

期限が到来したときは、速やかに当該区営

住宅を明け渡さなければならない。 

 〔同左〕 



第４３条 前条の規定により駐車場の使用予

定者として決定された者は、区長が指定す

る日までに次に掲げる手続をしなければな

らない。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 前項に定めるもののほか、駐車場の使用

手続については、第１０条第２項から第５

項までの規定を準用する。この場合におい

て、これらの規定中「第６条又は第７条」

とあるのは「第４１条」と、「入居日」と

あるのは「使用開始日」と読み替えるもの

とする。 

第４３条 前条の規定により駐車場の使用予

定者として決定された者は、区長が指定す

る日までに次の各号に掲げる手続をしなけ

ればならない。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 前項に規定するもののほか、駐車場の使

用手続については、第１０条第２項から第

５項までの規定を準用する。この場合にお 

いて、これらの規定中「第６条又は第７条」

とあるのは「第４１条」と、「入居日」と

あるのは「使用開始日」と読み替えるもの

とする。   

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条第３項第５号の改正規定は、

平成２６年１０月１日から施行する。 


